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人材育成と意識 

改革に努める 

回答（町長・教育長） 

　「
総
合
計
画
２１
」
の
実
施
期

間
も
残
り
少
な
く
な
り
、
新

た
に
第
5
次
総
合
計
画
案
が

策
定
さ
れ
た
の
で
、
次
の
事

項
に
つ
い
て
町
長
に
伺
い
た

い
。
 

①
　「
総
合
計
画
２１
」
で
事
業

実
施
を
さ
れ
た
、
各
部
門

別
事
業
執
行
数
と
、
そ
れ

ぞ
れ
の
事
業
評
価
及
び
行

政
効
果
等
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
な
認
識
を
な
さ
れ

て
い
る
か
。
 

②
　
第
5
次
総
合
計
画
案
が

策
定
さ
れ
た
が
、「
ま
ち
づ

く
り
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ

ラ
ム
」
の
事
業
執
行
（
実

施
計
画
）
を
遂
行
す
る
た

め
の
裏
付
け
と
な
る
、
財

源
確
保
と
職
員
等
の
人
材

活
用
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
な
組
織
展
開
を
さ
れ
る

の
か
。
 

          ①
　
総
合
計
画
２１
の
後
期
事

業
は
1
3
0
件
で
、
う
ち

２０
件
が
完
了
し
残
り
は
実

施
中
で
あ
る
。
事
業
を
遂

行
す
る
に
は
、
評
価
や
行

政
効
果
測
定
が
管
理
上
重

要
で
あ
る
た
め
従
来
方
式

を
一
新
し
て
、
新
年
度
予

算
案
を
総
合
計
画
ベ
ー
ス

で
整
理
し
て
い
く
。
 

　
　
ま
た
、
行
動
計
画
等
も

審
議
会
を
開
催
し
意
見
聴

取
等
を
恒
例
化
し
て
、
当

該
年
次
に
相
応
す
る
プ
ロ

グ
ラ
ム
と
す
る
。
 

②
　
財
源
確
保
は
、
国
県
の

動
向
や
経
済
情
勢
を
注
視

し
、
個
々
の
事
業
に
応
じ

た
補
助
金
や
借
入
金
等
で

財
源
確
保
を
図
り
、
前
期

計
画
の
早
期
段
階
で
「
定

住
化
対
策
」
に
着
手
し
優

先
的
に
財
源
を
配
分
す
る
。 

　
　
ま
た
、
平
成
２７
年
度
に

は
1
0
6
名
の
職
員
と
し

て
、
町
民
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
に
努
め
る
。
そ
し
て
、

分
権
時
代
の
職
員
に
は
、

よ
り
コ
ス
ト
意
識
や
企
画

力
、
柔
軟
性
や
情
報
処
理

能
力
等
地
域
主
体
の
行
政

が
可
能
に
な
る
人
材
育
成

と
意
識
改
革
に
努
め
る
。
 

地方自治功労者表彰受賞 
 

　多年にわたり、地方自治の振興に尽くさ

れた功績により、自治功労者として表彰さ

れたので報告します。 
 

神奈川県町村議会議長会表彰 
（議会議員11年以上の表彰） 

第
3
回
臨
時
会
 

第
3
回
臨
時
会
 

　
平
成
２２
年
第
3
回
臨
時
会
の
会
期
は
、
１１
月

１９
日（
金
）の
1
日
。
専
決
処
分
2
件
、
条
例
改

正
3
件
、
補
正
予
算
１
件
に
つ
い
て
審
議
し
、

原
案
の
と
お
り
可
決
し
、
閉
会
し
ま
し
た
。
 

●
専
決
処
分
の
承
認
 

　
平
成
２２
年
度
一
般
会
計
補

正
予
算
第
7
号
と
8
号
の
承

認
を
求
め
ら
れ
た
。
 

　
内
容
は
、
台
風
の
災
害
に

よ
る
農
道
や
水
路
の
補
修
、

幼
稚
園
児
送
迎
用
園
バ
ス
運

転
業
務
委
託
、
松
田
小
学
校

の
給
食
調
理
用
ス
チ
ー
ム
オ

ー
ブ
ン
が
、
修
理
不
能
と
な

り
買
い
替
え
る
も
の
な
ど
で

あ
っ
た
。
 

 ●
条
例
の
一
部
改
正
 

　
人
事
院
勧
告
に
伴
う
特
別

職
や
町
職
員
の
給
与
等
の
減

額
、
地
域
集
会
施
設
の
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

改
正
で
し
た
。
 

 ●
一
般
会
計
補
正
予
算
 

　
補
正
予
算
第
9
号
の
議
決

を
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
 

　
内
容
は
、
健
康
福
祉
セ
ン

タ
ー
な
ど
、
指
定
管
理
委
託

に
伴
う
債
務
負
担
行
為
補
正

（
注
）
で
し
た
。
 

 注
…
債
務
負
担
行
為
補
正
 

　
指
定
管
理
委
託
が
複
数
年
に
わ
た
る

　
た
め
、
委
託
契
約
で
発
生
す
る
債
務

　
の
負
担
を
設
定
す
る
た
め
の
補
正
。
 

質
問
者
 

　
菅
谷
　
一
夫
　
議
員
 

総
合
計
画
２１
並
び
に
 

次
期
計
画
案
に
つ
い
て
 

鍵
和
田
貴
実
代
　
議
員
 

鈴

木
　
眞

　
　
議
員
 

齋
　
藤
　
　
永
　
議
員
 




